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　市では、「モンベルアウトドアヴィレッジるもい基本計画」の策定に向
け、皆さんからの意見や提案など（パブリックコメント）を募集します。特集特集 　　　　　　　　　　　　　　市・経済観光課　　　４２－１８４0市・経済観光課　　　４２－１８４0℡問

「モンベルアウトドアヴィレッジるもい構想」とは「モンベルアウトドアヴィレッジるもい構想」とは

「モンベルアウトドアヴィレッジるもい」で目指していること「モンベルアウトドアヴィレッジるもい」で目指していること

「モンベルアウトドアヴィレッジるもい」の「モンベルアウトドアヴィレッジるもい」の
全体イメージについて全体イメージについて

「モンベルアウトドアヴィレッジ「モンベルアウトドアヴィレッジ
るもい基本計画」を策定しまするもい基本計画」を策定します

▼これまでの海水浴客中心の観光から、本格的なアウトドア観光を軸とした「稼ぐ観光」
にシフトすることを目指し、留萌市及び留萌管内におけるアウトドアを進める拠点と
して「モンベルアウトドアヴィレッジるもい」を道の駅内で整備することを掲げてい
ます。（令和４年10月策定）

◎管内全体のフィールドやツアーなどの観光情報を集積、発信すること
◎情報発信だけではなく、実際にアウトドア体験やアウトドア用品の購入ができ、さらには、本施設か

ら発着する周遊ルートを設定すること
◎道路を挟んで留萌港を目の前に、休憩・滞在できる、そしてアクティビティが体験できる環境を整

備し、来訪者や市民が気軽に体験できる「楽しみ」を提供すること
◎宿泊できる滞在型施設やキャンプステイのほか、既存の屋内交流・遊戯施設「ちゃいるも」とも

連携しながら、親子や家族連れに優しく、安心して過ごせる環境を提供すること

上記を目指していくにあたり、今回の基本計画におい
て、アウトドアヴィレッジ全体のイメージについて、令和４
年10月の構想時点から一部、見直しを行いました。

　今回の基本計画は、特に「①アウトドア・アクティビティ拠点施設」について、どのような施設に
するのかなど、定めるものになります。

右図のとおり
　①アウトドア・アクティビティ拠点施設の位置
　②拠点施設以外のヴィレッジエリアについて

※②については、基本計画（素案）をご参照ください。

▲ 「アウトドア・アクティビティ拠点施設」イメージ図
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拠点施設の外観含め詳しくは、
市ホームページ (https://www.e-rumoi.jp/)
でご確認ください。

当該施設は、㈱モンベル直営店を誘致し、今後、アウトドア観光を進めていくための中心
的な役割を果たす施設として、令和８年度開業を目指しています。具体的には下記のよう
な機能を想定しています。

観光施設や飲食店などの観光情報に加えて、留萌市及び管内で楽しめるアウトドア体験の紹
介・予約手配、キャンプやレンタル用具の受付窓口などを実施します。

▼「モンベルアウトドアヴィレッジるもい基本計画（素案）」をご覧いただき、指定様式で計
画に関する意見や提案を提出してください。なお、指定様式は市・経済観光課で配布してい
るほか、市ホームページ (https://www.e-rumoi.jp/) でダウンロードすることができます。

㈱モンベルから提案のあったグランドデザインに基づき、アウトドアヴィレッジ内、市内及び管内で楽
しめるアウトドアに関連するアウトドア用品のほか、日常でも使用できる機能性の高い衣類などが展
示されており、実際に購入できます。また、（株）モンベルとの包括連携に基づいた事業も実施します。

（例「子どもたちが使用できるモンベル商品コーナー」「防災に役立つモンベル商品コーナー」など
　　※詳細については今後協議を進めていきます。

浜焼き食材や、アウトドアヴィレッジ内の芝生広場などで楽しめる飲食や商品などを提供してくれる
お店がオープンします。今後、地元企業を対象に、約 200㎡のスペースの範囲内で、出店意向
をサウンディング調査する予定です。

「アウトドア・アクティビティ拠点施設」について「アウトドア・アクティビティ拠点施設」について

パブリックコメント募集要領パブリックコメント募集要領

留萌市　経済観光課

検　　索

ビジターセンター
拠点施設からアウトドアヴィレッジ内、市内及び管内の他施設について情報発信し、
地域の周遊につなげる！

アウトドア関連商品物販施設
アウトドア用品の展示・購入と（株）モンベルとの包括連携事業実施の拠点！

物販・飲食施設
アウトドアヴィレッジ内で楽しめるような飲食や商品などを提供！

募集期間　２月 22 日（木）～３月 22 日（金）
公表場所　市・経済観光課または市ホームページ (https://www.e-rumoi.jp/)

①市内に住所を有する方②市内に事務所または事業所を有する個人及び法人、
　その他団体

提出方法　※口頭または電話での意見は受け付けていません。
①直接提出「市・経済観光課（市役所東分庁舎２階）受付時間９：00～17：00
　（土・日曜日、祝日を除く）
②郵送「市・経済観光課（〒077-8601　留萌市幸町１丁目 11 番地）」（当日消印有効）
③ファクス「42-4273」　　④電子メール「kankou@e-rumoi.jp」


